
議案第３５号

木津川市手数料条例の一部改正について

木津川市手数料条例（平成１９年木津川市条例第６１号）の一部を別紙のとおり改

正する。

令和２年６月５日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）」の公布により「行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）」の一部が改正され、通知カードの規定を削る改正規定が令和２年５月２

５日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市手数料条例の一部を改正する条例（案）

木津川市手数料条例（平成１９年木津川市条例第６１号）の一部を次のように改正

する。

別表中（４１）の項を削り、（４２）の項を（４１）の項とし、（４３）の項から

（４９）の項までを１項ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



参考資料（議案第３５号）

木津川市手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

（新）

本則 （略）

別表（第２条関係）

（旧）

本則 （略）

別表（第２条関係）

手数料の名称 単位 額

（１）～（４０）（略） （略） （略）

（４１）～（４８）（略） （略） （略）

手数料の名称 単位 額

（１）～（４０）（略） （略） （略）

（４１） 通知カードの再交

付手数料

１件につき ５００円

（４２）～（４９）（略） （略） （略）




